
 
第 54 回神戸市環境保全審議会 

令 和 ４ 年 1 2 月 ８ 日 

参 考 資 料 １ 

神戸市環境保全審議会規則 

平 成９年７月 30 日 

規 則 第 2 8 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，神戸市民の環境をまもる条例（平成 6 年３月条例第５２号）第５３ 

条第４項の規定に基づき，神戸市環境保全審議会（以下「審議会」という。）の組織及び 

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会は，40 人以内の委員で組織する。 

２ 委員は，学識経験者その他市⾧が必要があると認める者のうちから市⾧が委嘱し，又 

は任命する。 

３ 前項に規定する委員のほか，市⾧は，特別の事項又は専門の事項を調査審議させるた 

め必要があると認めるときは，当該事項を明示して臨時委員を委嘱し，又は任命すること 

ができる。 

４ 臨時委員は，当該事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 臨時委員は，当該特別の事項又は専門の事項の調査審議が終了したときは，解嘱され， 

又は解任されるものとする。 

（会⾧及び副会⾧） 

第４条 審議会に会⾧及び副会⾧を置く。 

２ 会⾧及び副会⾧は，委員の互選によって定める。 

３ 会⾧は，審議会に関する事務を処理し，審議会を代表する。 

４ 副会⾧は，会⾧を補佐し，会⾧に事故があるとき，又は会⾧が欠けたときは，その職 

務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は，会⾧が招集し，会⾧が，その議⾧となる。 

２ 審議会は，委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数の者が出席しなければ， 

会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席者の過半数でこれを決し，可否同数のときは，議⾧の決すると 

ころによる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は，環境局において処理する。 

 



（施行細目の委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会⾧が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

 

２ この規則の施行の際現に神戸市環境保全審議会規則（昭和 47 年８月      規則 

 

第２号）の規定に基づき市⾧により委員に委嘱され，又は任命されている者は，この規則 

の規定に基づき委嘱され，又は任命された者とみなす。 

３ 前項の規定により委員とみなされた者の任期は，第３条第１項本文の規定にかかわら 

ず，１年３月 27 日とする。 

（平成 22 年 11 月 25 日に審議会の委員である者の任期に関する特例） 

４ 平成 22 年 11 月 25 日に審議会の委員である者の任期は，第３条第１項本文 

の規定にかかわらず，平成 23 年３月 31 日までとする。 

附 則（平成 22 年 11 月 11 日神戸市規則第 17 号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

市 

教育委員会 
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神戸市環境保全審議会の運営について 

 

神戸市環境保全審議会の運営に関し、神戸市環境保全審議会規則（平成９年７月神戸市 

規則第 28 号。）第７条に基づき、以下のとおり定める。 

 

平成９年７月 30 日   

 

神戸市環境保全審議会会⾧ 住 野 公 昭 

 

（専門部会） 

 

第 1 条 審議会は，必要に応じて専門部会を置くことができる。 

 

２ 専門部会は，審議会から付議された事項を所掌する。 

 

３ 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は，会⾧が指名する。 

 

４ 専門部会に，部会⾧及び副部会⾧を置く。 

 

５ 部会⾧及び副部会⾧は，専門部会の委員の互選によって定める。 

 

６ 部会⾧は専門部会に関する事務を処理する。 

 

７ 副部会⾧は，部会⾧を補佐し，部会⾧に事故があるとき又は部会⾧が欠けたとき 

は，その職務を代理する。 

 

８ 専門部会が調査審議したときは，部会⾧は，当該調査審議の内容を審議会に報告 

しなければならない。 

 

９ 専門部会は審議会から付議された事項について決定権をもたない。 

 

10 専門部会委員は，審議会から専門部会に付議された当該事項の調査審議が終了し 

たときは，会⾧の指名が解かれたものとする。 

 

（関係者の出席） 

 

第２条 会⾧又は部会⾧は，必要があると認めるときは，審議会又は専門部会に関 

係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 
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神戸市環境保全審議会委員名簿 

 

（敬称略、五十音順） 

区   分 氏    名 役         職 備  考 

学識経験者 

８名 

大久保 規 子 大阪大学大学院法学研究科 教授 欠席 

川 井 浩 史 神戸大学内海域環境教育研究センター 特命教授  

島 田 幸 司 立命館大学経済学部 教授  

中 野 加都子 甲南女子大学人間科学部生活環境学科 教授 欠席 

新 澤 秀 則 兵庫県立大学大学院社会科学研究科 教授  

花 田 眞理子 大阪産業大学デザイン工学部 教授  

藤 原 健 史 岡山大学大学院環境生命科学研究科 教授  

渡 辺 信 久 大阪工業大学工学部 教授  

神戸市会 

６名 

 

守 屋 隆 司 神戸市会議員  

菅 野 吉 記 神戸市会議員  

   康 裕 神戸市会議員  

林  まさひと 神戸市会議員  

や の こうじ 神戸市会議員  

小 林 るみ子 神戸市会議員  

市民等代表 

４名    

 

宇 髙 康 弘 連合神戸地域協議会 事務局長  

岡 本 勝 利 神戸市自治会連絡協議会 会長 欠席 

髙 尾 ひろ子 神戸市婦人団体協議会 理事 欠席 

田 中 三 和 神戸市ネットモニター  

事業者代表 

３名 

 

楠 山 泰 司 神戸商工会議所 専務理事 欠席 

益 尾 大 祐 生活協同組合コープこうべ 執行役員  

和 田 荘二朗 兵庫県環境保全管理者協会 企画委員会副委員長  

関係団体 

２名 

福 山 雅 章 兵庫県環境部次長  

福 嶋 慶 三 環境省近畿地方環境事務所 環境対策課長 欠席 

合計２３名   
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